
申込方法

［ひとり親Tokyo］ TEL  03-5261-1278　　Fax  03-5261-1343

ひとり親Tokyo（母子家庭等就業・自立支援センター）共　催
162-0823 東京都新宿区神楽河岸１番１号　 Tel 03-5261-1278　Fax 03-5261-1343

養育費相談支援センター
170-6005 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・5階 
Tel 03-3980-4108　Fax 03-6411-0854

無料相談会のご案内

と　き●

ところ●

対象者●

相談員●

平成21年11月3日（火）　10時半～16時半

セントラルプラザ12階　＊高層階エレベーターをご利用ください
お子様を抱えて離婚を考えている方、離婚後の養育費について悩んでいる方

養育費相談支援センター主任相談員

ひとり親Tokyo専門相談員

離婚＆養育費

電話・Faxで下記へお申し込みください

受け取っていますか

お子さんのために

送っていますか

養育費
どんな取決めを
したらいいの？

 離婚を
 考えています。
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相 談 申 込 書

フリガナ

氏　名

相 談 者

相談内容

託児申込

相談を知った
いきさつ

＊上記の個人情報、また相談内容に関する秘密は厳守されます。
ご希望の時間に○を付けてください 

［交通案内］

連絡先（電話番号）

お子さんについて伝えておきたいこと

12：30～13：30

13：30～14：30

10：30～11：30

11：30～12：30

14：30～15：30

15：30～16：30

10：30～11：30

11：30～12：30

12：30～13：30

年　齢

ご本人　　　・　　　ご親族（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未婚　　　・　　　離婚前　　　・　　　離婚後　　　　年

案内ちらし　・　自立支援センターだより　・　ホームページ　・　役所窓口　・　その他

離婚・親権　・　取り決め方　・　 面接交渉　・　 不履行　・　強制執行　・　その他

歳 男　　　・　　　女

年　齢 歳　　　　　　ヶ月 男　　　・　　　女

FAX  03-5261-1343

●JR総武線「飯田橋駅」西口　下車徒歩1分

●地下鉄
　東西線・有楽町線・南北線・大江戸線
　「飯田橋駅」B2b出口


